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介護職員等処遇改善加算 説明会

主 催： 山形県
受託運営： 株式会社ＴＭＣ経営支援センター
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【令和７年度山形県委託事業
介護職員処遇改善加算取得促進事業】

説 明 項 目

Ⅰ 介護職員等処遇改善加算の概要

Ⅱ 実務上の留意点

説 明 項 目

Ⅰ 介護職員等処遇改善加算の概要

Ⅱ 実務上の留意点

第１部第１部
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説 明 項 目
Ⅰ 処遇改善加算に関連した取組み

〇 人事評価

〇 生産性向上

Ⅱ 活用できる助成金

Ⅲ 専門家によるサポート

説 明 項 目
Ⅰ 処遇改善加算に関連した取組み

〇 人事評価

〇 生産性向上

Ⅱ 活用できる助成金

Ⅲ 専門家によるサポート

第２部第２部
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Ⅰ 介護職員等処遇改善加算の概要Ⅰ 介護職員等処遇改善加算の概要
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令和７年度処遇改善加算等の変更点令和７年度処遇改善加算等の変更点

令和６年度に提示された内容（令和７年度からの変更を含む）から大きな変更なし

ただし、取得の促進を図るため引き続き猶予措置等が設けられている。

Ｒ７猶予措置要 件趣 旨区分

経験技能のある介護職員
を一定割合以上配置

事業所内の経験技能
のある職員を充実

Ⅰ

①加算Ⅲ、Ⅳを取得総合的な職場環境改
善による職員の定着
促進

Ⅱ

②改善後の賃金年額440
万円が１人以上

職場環境等要件について、Ｒ７年度中
に要件整備を行う誓約をすることによ
り要件を満たしたものとする。（Ａ）

③職場環境の更なる改善、
見える化

①加算Ⅳを取得資格や経験に応じた
昇給の仕組みの整備Ⅲ Ｒ６と同様、誓約により満たしたもの

とする。（Ｂ）
②資格や勤続年数に応じ
た昇給の仕組みの整備

①加算の１／２以上を月
額賃金で配分

介護職員の基本的な
待遇改善・ベース
アップ等Ⅳ Ａに同じ②職場環境の改善

Ｂに同じ③賃金体系等の整備及び
研修の実施等

各加算区分における猶予措置等各加算区分における猶予措置等

6

高

加
算
率

低 Ａ，Ｂともに令和８年
３月末までに要件の整
備を行い、実績報告書
においてその旨を報告
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●算定対象外

基準上、介護職員が配置されていない下記のサービスについては処遇改善加算の算定対象外

（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、
特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

１月当たり
介護サービス等単位数

（サービス別の基本サー
ビス費に各種加算・減算
（処遇改善加算を除く）

を加えた総単位数）

サービス
類型別の
加算率

× ＝

7

加算の仕組み加算の仕組み

処遇改善加算の
単位数

●処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施しなければならない。

（賃金改善に伴う法定福利費事業主負担の増加分を含むことができる。）

① 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定

特別の事情の届出を行う場合を除き賃金水準を低下させてはならない。

② 安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。

③ 令和７年度に、令和６年度と比較して増加した加算額

（・加算の上位区分への移行並びに新規算定によるもの）

について、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増

加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規

に実施しなければならない。

④ ③の新規に実施する賃金改善は、ベースアップ（賃金表の改訂により基本給又

は決まって毎月支払われる手当の水準を一律に引き上げること）により行うこと

を基本

ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合（例

えば、 賃金体系等を整備途上である場合）には、必要に応じて、その他の手当、

一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。

●処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施しなければならない。

（賃金改善に伴う法定福利費事業主負担の増加分を含むことができる。）

① 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする項目を特定

特別の事情の届出を行う場合を除き賃金水準を低下させてはならない。

② 安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。

③ 令和７年度に、令和６年度と比較して増加した加算額

（・加算の上位区分への移行並びに新規算定によるもの）

について、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増

加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規

に実施しなければならない。

④ ③の新規に実施する賃金改善は、ベースアップ（賃金表の改訂により基本給又

は決まって毎月支払われる手当の水準を一律に引き上げること）により行うこと

を基本

ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合（例

えば、 賃金体系等を整備途上である場合）には、必要に応じて、その他の手当、

一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。

加算における賃金改善の基本的考え方加算における賃金改善の基本的考え方
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変更なし（年度に
よる変更あり）

変更なし（年度に
よる変更あり）
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①介護職員への配分を基本とし、
②特に経験・技能のある介護職員（介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と
認められる者）に重点的に配分することとするが、介護サービス事業者等の判断により、
介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認める。

※ ②について、具体的には介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等にお
ける勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職
員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定

①介護職員への配分を基本とし、
②特に経験・技能のある介護職員（介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と
認められる者）に重点的に配分することとするが、介護サービス事業者等の判断により、
介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認める。

※ ②について、具体的には介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等にお
ける勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職
員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定

（認められない配分）
職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
（例）一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させること

同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させること など

（認められない配分）
職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。
（例）一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させること

同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させること など

職種間配分ルール職種間配分ルール

9

変更なし変更なし

令和６年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和７年度の更なる賃金改善に

充てることを誓約した介護サービス事業者等については、令和７年度の処遇改善計画

書・実績報告書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画・報告の提出を行うこと。

令和６年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和７年度の更なる賃金改善に

充てることを誓約した介護サービス事業者等については、令和７年度の処遇改善計画

書・実績報告書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画・報告の提出を行うこと。

令和６年度から7年度への繰り越しの取り扱い令和６年度から7年度への繰り越しの取り扱い

10

変更（新規）変更（新規）
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要件一覧

加算区分

職場環境等要件キャリアパス要件
月額賃金
改善要件

見える化

６つの区分
ごと２以上
（※２）

全体で
13以上

６つの区分
ごと１以上
（※１）

全体で
７以上

ⅤⅣⅢⅡⅠⅡⅠ

配置等
要件

改善後の
年額賃金

要件

昇給の
仕組みの
整備等

研修の
実施

任用要件
・賃金体
系等の
整備

旧ベア
加算の
適用

加算Ⅳの
１／２
以上

○○－○○○○○－○加算Ⅰ

○○－－○○○○－○加算Ⅱ

－－○－－○○○－○加算Ⅲ

－－○－－－○○－○加算Ⅳ

11

処遇改善加算の要件（総括）処遇改善加算の要件（総括）

※１：「生産性向上（業務改善及び働く環
境改善）のための取組」は２つ以上

※２：「生産性向上（業務改善及び働く環
境改善）のための取組」は３つ以上

※１：「生産性向上（業務改善及び働く環
境改善）のための取組」は２つ以上

※２：「生産性向上（業務改善及び働く環
境改善）のための取組」は３つ以上

加算Ⅳ相当の加算額の１／２以上を基本給等（基本給又は
決まって毎月支払われる手当）の改善に充当

月額賃金
改善要件Ⅰ
月額賃金

改善要件Ⅰ
Ｒ７年度
から適用

月額賃金
改善要件Ⅱ
月額賃金

改善要件Ⅱ

令和７年度においては、旧ベースアップ等加算相当の加算額
が新たに増加するため、当該事業所が仮に旧ベースアップ等
加算を算定する場合に見込まれる加算額の３分の２以上の基
本給等の引上げを新規に実施

● 加算Ⅲ以上を取得していても、加算Ⅳの１／２以上が対象
● 新規に基本給等の引上げを行う場合、ベースアップ（賃金表の改訂）が基本
● 一時金等から基本給等への付け替えにより要件に適合

Ｒ６年５月以前に、旧３加算を算定していない事業所、Ｒ６年６
月以降に開設された事業所が、加算Ⅰ～Ⅳを算定する場合は本要
件の対象外

月額賃金改善要件月額賃金改善要件

12

令和６年５月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧
ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和８年３月31日までの
間において、新規に処遇改善加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合

● 当該基本給等の引上げは、ベースアップにより行うことを基本

例えば、令和６年６月から
処遇改善加算Ⅴ⑴（旧ベー
スアップ等加算相当の加算
率を含まない）を算定し、
令和７年４月から処遇改善
加算Ⅰを算定する場合は、
令和７年４月から旧ベース
アップ等加算相当の加算額
の３分の２以上の基本給等
の引上げを新規に実施し、
令和７年度の実績報告書で
報告が必要

変更変更
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どの加算でも、加算Ⅳ相当の加算額の1/2以上の基本給等の改善が必要

加算Ⅳ

加算Ⅳ相当の加算額の２分の１以上を、基本給等（基本給又は決まって毎月支払われる等）
の改善に充てる。【全ての加算区分が対象】

例①加算Ⅳの場合

加算額

基本給等
の改善

最低1/2以上

加算額

最低
加算Ⅳ相当の
1/2以上

例②加算Ⅰ～Ⅲの場合

Ⅳの部分

Ⅲの部分

基本給等
の改善

Ⅱの部分

Ⅰの部分

13

月額賃金改善要件Ⅰ月額賃金改善要件Ⅰ

14

○基本給
○決まって毎月支払われる手当

・ 労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を
指す。
・ また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。

手当の名称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、
地域手当等の名称であっても差し支えない。

以下の手当は含まない。
・ 月ごとに支払われるか否かが変動する手当
・ 労働と直接的に関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当

(例 通勤手当、扶養手当等）

○時給や日給を引上げる場合
時給制等の職員に対する基本給の改善となり、これらに上乗せされる形で支給され

る手当は、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取り扱って差し支えない。

基本給等とは
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キャリアパス
要件Ⅰ

（改善後の年額賃金要件）
経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改定

後の賃金年額が年額440万円以上（※適用免除規定あり）

（介護福祉士等の配置要件）
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置

●Ｒ７年度中に要件の整備を行う
ことを計画書で誓約した場合は、
要件を満たしたものとして加算の
取得が可能。

ただし、令和８年３月までに要
件の整備を行い実績報告書におい
て報告（要件を整備しない場合に
は返還対象）

なお、Ｒ６年度中に要件整備す
るとして誓約したがＲ６年度に要
件整備できなかった場合でも、Ｒ
７年度に要件整備するとして再度
誓約を行えば返還は求めない。 全ての介護職員に周知すること。Ⅰ、Ⅲは明確な根拠規程を書面で整備

キャリアパス
要件Ⅳ

キャリアパス
要件Ⅳ

キャリアパス
要件Ⅴ

キャリアパス
要件Ⅴ

介護職員の職位、職責又は職務内容に応じた任用の要件
を定め、それらに応じた賃金体系を整備

キャリアパス
要件Ⅰ

キャリアパス
要件Ⅰ

キャリアパス
要件Ⅲ

キャリアパス
要件Ⅲ

キャリアパス要件キャリアパス要件

15

資質向上のための目標を定め、具体的な計画を策定し、
研修の実施または研修の機会を確保

次のいずれかの仕組みを整備
①経験に応じて昇給 ②資格等に応じて昇給
③一定の基準に基づき定期に昇給を判定

キャリアパス
要件Ⅱ

キャリアパス
要件Ⅱ

変更変更

15

「山形県介護サービス事業所・施設のモデル給与・服務等規程」（平成２７年３月 山形県）より抜粋
16

キャリアパスの意義キャリアパスの意義
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17

キャリアパス要件（Ⅰ【任用要件】及びⅢ【昇給の仕組み】）キャリアパス要件（Ⅰ【任用要件】及びⅢ【昇給の仕組み】）

給与任用の要件教育研修求められる能力職務内容職責対応役職職位

常勤（月給）
・基本給●●●円～
・経験手当＋●●円
・役職手当＋●●

●年以上
社会福祉士
介護福祉士
介護職員実務者研修
修了

経営者研修
管理者研修

・組織運営管理能力
・危機管理能力

・施設の運営指針の立案、明示、進捗管理
・管理職育成
・リスクマネジメント
・地域・他事業所・他職種との連携・協力業務
・計数管理

施設の運営責
任を負う施設

管理者
（部⾧級）

管
理
職

常勤（月給）
・基本給●●●円～
・経験手当＋●●円
・役職手当＋●●円

●年以上
介護支援専門員
介護福祉士
介護職員実務者研修
修了

管理職研修・グループ監督力
・部下の指導力、育成力
・危機管理能力

・管理者の補佐、不在時の代理、欠員時のサポー
ト
・チームの管理、調整
・部下の指導、育成
・リスクマネジメント・地域・他事業所・他職種
との連携・協力業務
・計数管理・勤怠管理

高度な業務の
遂行
グループの統
括
他の従業員へ
の指導・育成

グループ
⾧
（課⾧
級）

管
理
職

常勤（月給）
・基本給●●●円～
・経験手当＋●●円
・役職手当＋●●円
非常勤（時給）
・●● 円
・経験手当＋●●円

●年以上
介護福祉士
介護職員実務者研修
修了

主任・リー
ダー研修
実務研修

・複雑な判断を要する業務
を遂行できる
・標準的な課題について、
上司の指示によりグループ
をまとめ問題解決にあたる
・下級者に指導できる

（初級職・中級職業務に加えて）
・他の従業員への指導、育成
・グループ内の問題解決

高度な業務の
遂行
他の従業員へ
の指導主任

上
級
職

常勤（月給）
・基本給●●●円～
・資格手当＋●●円
非常勤（時給）
・●● 円
・資格手当＋●●円

●年以上
介護職員実務者研修
修了

実務研修・比較的高度な知識と経験
を要する業務を遂行できる
・業務の改善や問題解決を
実践できる
・下級者に助言できる

(初級職業務に加えて）
・サービスの業務改善
・他の従業員への助言

通常の介護業
務
他の従業員へ
の助言

中
級
職

常勤（月給）
・基本給●●●円～
・資格手当 ＋●●円
非常勤（時給）
・●● 円
・資格手当＋●●円

入社時～
介護職員初任者研修
修了

実務研修
新任研修

・通常の介護業務に精通し、
上位者の協力を得ながら、
日常の定型業務を遂行でき
る

・上位者の協力を得ながらの基本介護
・適切な観察、記録、報告等
・会議への参加
・外部研修への参加
・個別援助計画の作成

通常の介護業
務

初
級
職17

キャリアパスに関するモデル規程キャリアパスに関するモデル規程

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、介護職員の資質向上の目標

及び以下のａ又はｂに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を

確保する。

「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャ
リア志向等を踏まえ適切に設定（QA）
（一例）
① 利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術･能

力の向上に努めること
（例：介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント
能力等）

② 事業所全体での資格等の取得率の向上
（例：介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等）

ａ 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、
介護職員の能力評価を行うこと

ｂ 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助
（交通費、受講料等）を実施すること

18

キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）変更なし変更なし
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19

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月４月対象者研修テーマ

全職員ヒヤリハットの事例への対応

初任職員基本的な接遇・マナーの理解

中堅職員認知症の方への理解

中堅職員介護保険でできること、できないこと

全職員基本的な防火対策の理解

全職員感染症への理解

リーダー職員法令順守の理解

リーダー職員サービス計画の策定

研修計画の一例

実施予定時期にチェックを入れる

その他の計画
• 採用１～2年目の介護職員に対し、３年以上の経験者を担当者として定め、日常業務の中で技術指導・業務に

対する相談を実施する。
• 月１回のケアカンファレンス、ケース検討の実施（希望者）
• 他事業者との交流の実施（年３回）
• 都道府県が実施する研修会への参加（希望者）

キャリアパス要件Ⅱ（資質向上のための計画）キャリアパス要件Ⅱ（資質向上のための計画）

研修計画の一例として、厚生労働省モデル規程では、 次のように例示

（研修計画）
・ 個別の希望に基づく研修計画を作成し、年●回以上●●研修をオンラインで受講。
・ 上記の他、月２回ランチミーティングを行い、ケアの向上に資する業務の中での
気づきの共有やお互いへのフィードバックを行う。

・ 実務経験が●年以上の介護職員が●年目までに実務者研修を受講した場合、受講
費用の補助として、●●万円を支給

20

キャリアパス要件Ⅱ（資質向上のための計画）キャリアパス要件Ⅱ（資質向上のための計画）
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経験・技能のある介護職員とは
●介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者

具体的には、
・介護福祉士の資格を有する者
・所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人にお

ける経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定

「勤続１０年の考え方」
－ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等

も通算する
－ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、１０年以上
の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の
裁量により柔軟に設定可能

経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金が年額440万円以上（手当
等は含め、事業主負担分の法定福利費等は含めない。）
※加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。

経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金が年額440万円以上（手当
等は含め、事業主負担分の法定福利費等は含めない。）
※加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。

21

キャリアパス要件Ⅳ（改善後の年額賃金要件）キャリアパス要件Ⅳ（改善後の年額賃金要件）変更なし変更なし

旧特定加算と同様の例外規定あり旧特定加算と同様の例外規定あり

以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある

場合は、「改善後の賃金改善見込が年額440万円以上であること」の要件を満たせなく

ともキャリアパス要件Ⅳの算定が可能

・ 小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要

・ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ち年額440万

円まで賃金を引き上げることが困難

・ 年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積など

に一定期間を要する場合

以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある

場合は、「改善後の賃金改善見込が年額440万円以上であること」の要件を満たせなく

ともキャリアパス要件Ⅳの算定が可能

・ 小規模事業所等で職種間の賃金バランスに配慮が必要

・ 職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ち年額440万

円まで賃金を引き上げることが困難

・ 年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規程の整備や研修・実務経験の蓄積など

に一定期間を要する場合

キャリアパス要件Ⅳの例外規定キャリアパス要件Ⅳの例外規定

22

変更（理由）変更（理由）
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サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。

具体的には、加算を算定する事業所又は併設する本体事業所においてサービス類型ごとに

サービス提供体制強化加算

特定事業所加算

入居継続支援加算

日常生活継続支援加算

の各区分の届出を行っていること。

23

キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置要件）キャリアパス要件Ⅴ（介護福祉士等の配置要件）変更なし変更なし

要 件加算区分

●６の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以
上、うち⑰又は⑱は必須）
（例外）次の場合は、「生産性向上」要件を満たす

・生産性向上推進体制加算を算定
・１法人あたり１の施設又は事業所のみを運営するよう
な法人等の小規模事業者が、㉔の取組を実施

●情報公表制度を活用し、実施した取組項目及びその具体
的な取組内容について公表

加算Ⅰ

加算Ⅱ

６の区分ごとにそれぞれ１つ以上
（生産性向上は２つ以上）

加算Ⅲ

加算Ⅳ

職場環境等要件職場環境等要件

24

変更（猶予）変更（猶予）

●令和７年度中に要件整備を行う誓約をすることにより要件を満たしたものとする。
●介護人材確保・職場環境改善等補助金の要件を満たしており、その申請を行った
場合は、令和７年度における職場環境等要件に係る適用を猶予する。
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職場環境等要件の要件別一覧（その１）職場環境等要件の要件別一覧（その１）

25

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化①方針の明確化

入職促進に
向けた取組

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築②共同制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築（採
用の実績でも可）

③幅広い採用

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施④魅力向上取組

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しよう
とする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任
者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

⑤研修受講支援

資質の向上
やキャリア
アップに
向けた支援

研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動
⑥研修と人事考課
との連動

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入
⑦エルダー・メン
ター

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保⑧相談機会確保

変更なし変更なし

区分１

区分２

26

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備⑨制度構築

両立支援・
多様な働き
方の推進

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規
職員への転換の制度等の整備

⑩状況に応じた制
度導入・整備

有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上の休暇を年に●回取
得、付与日数のうち●％以上を取得）を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な
声かけを行っている

⑪有給休暇が取得
しやすい環境整備

有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取
り組んでいる

⑫休暇取得促進の
ための業務見直し
の取組

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実⑬相談体制充実

腰痛を含む
心身の健康
管理

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策
の実施

⑭健康管理対策

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管
理改善の研修等の実施

⑮健康管理に資す
る研修

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備⑯マニュアル作成

変更なし変更なし 職場環境等要件の要件別一覧（その２）職場環境等要件の要件別一覧（その２）

区分３

区分４
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27

厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築（委員会やプロジェク
トチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等）を行っている

⑰体制構築

生産性
向上
（業務改
善及び
働く環境
改善）
のための
業務改善
の取組

現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している⑱課題の見える化

５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環
境の整備を行っている

⑲５Ｓ活動

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている⑳情報共有

介護ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブレット端末、スマートフォン端
末等）の導入

㉑介護ソフト、情
報端末導入

介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等）又はインカム等の職
員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器（ビジネスチャットツール含む）の導入

㉒ＩＣＴ機器導入

業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務（食事等の準備
や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等）がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、
役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。

㉓業務内容明確化
と役割分担

各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うＩＣ
Ｔインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向け
た取組の実施

㉔協働化を通じた
職場環境改善

職場環境等要件の要件別一覧（その３）職場環境等要件の要件別一覧（その３）

区分５

28

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や
ケア内容の改善

㉕勤務環境、ケア
内容改善

やりがい・
働きがいの
構成

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施㉖地域との交流

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉗理念等を定期的
に学習する機会の
提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
㉘やりがい醸成に
資する情報共有機
会の提供

職場環境等要件の要件別一覧（その４）職場環境等要件の要件別一覧（その４）

区分６
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Ⅱ 実務上の留意点Ⅱ 実務上の留意点

（２）加算以外の部分で賃金水準を下げないことについて

① 円 ←

円

円

円

② 円 ←

円

円

円

円

320,500,000

令和６年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた
賃金額（①の額は②の額を下回らないこと）

315,000,000

(ア)令和６年度の賃金の総額

(イ)令和６年度の旧３加算及び処遇改善加算の総額 600,000,000

（ウ）介護人材確保・職場環境改善等事業から
      人件費に充てた額

(ウ)令和６年４・５月分の処遇改善支援補助金
     の総額

(エ)令和６年度の各介護サービス事業者等の
     独自の賃金改善額

30,000,000

950,000,000

5,000,000

令和７年度の加算の影響を除いた賃金額

39,500,000

（ア）令和７年度の賃金の総額

（イ）令和７年度の賃金改善額（再掲）

1,000,000,000

640,000,000
○

(e)

(g)

(i)

(j)

(k)

(m)

(l)

(h)

(f)

実績報告書の注意点実績報告書の注意点

前年度との比較により賃金水準が下がっていないことが必要前年度との比較により賃金水準が下がっていないことが必要
職員構成が変わった等の事由に
より、例えば、本年度に入職
（退職）した職員と同等の賃金
水準の職員が前年度から在籍し
ていた（いなかった）ものと仮
定して計算するなどの方法によ
り、今年度との比較に適した値
に修正することが可能

国民健康保険団体連合会から送
付される「介護職員等処遇改善
加算等総額のお知らせ」に基づ
いて記入

令和６年度における独自の賃金改善分
（初めて処遇改善加算を取得した年度以
降に新たに行ったものに限る。旧３加算
そのものの配分を除く。）をいうもので
あり、新加算等の加算額を超えて賃金改
善を行った場合にはその金額も含む。

30
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実績報告書の注意点実績報告書の注意点

独自の賃金改善額とは独自の賃金改善額とは

処遇改善加算を充当する手当等を処遇改善加算を超えて支給していた場合は「独自の賃金改善額」と
して計上（例：処遇改善加算を賞与として支給していた場合に、年度末に処遇改善加算の残余が前年
よりも低下していたが前年と同様の賞与額とするために法人が「持ち出し」により賞与額を維持）

31

（３）令和６年度の独自の賃金改善（処遇改善加算等の配分以外の独自の賃金額）

２（2) ②(エ)の「令和６年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」に計上する場合は記載すること。・
（例）
・令和６年度の旧３加算及び処遇改善加算並びに補助金を上回るために行った賃金改善（余剰
分） ○○○円
・加算等を原資としない△△手当の創設・維持に要する費用 ○○○円

独自の賃
金改善の
具体的な
取組内容

（例）
・基本給の処遇改善加算等を原資とする部分と処遇改善手当の総額（○○○円）から２（２）②イ・
ウの総額（○○○円）を除して、○○○円
・加算等を原資としない△△手当は、対象者〇人×○円×１２か月＝○○○円

独自の賃
金改善額
の算定根
拠

実績報告書の注意点実績報告書の注意点

前年度から事業所の福祉・介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合の考え方前年度から事業所の福祉・介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合の考え方

賃金水準のベースダウン（賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ）等を行ったわけではないにも関わらず、
事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり（勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒
者を採用した等）といった事情により、「令和７年度の加算の影響を除いた賃金額」が「令和６年度の加算及び独
自の賃金改善の影響を除いた賃金額」を下回る場合には、令和６年度の賃金額を調整しても差し支えない。
（調整の例）
●退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計
●新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍したものと仮定した
場合における賃金総額を推計

賃金総額
※処遇改善加
算等を除く

勤続１年
（賃金25万円/月）

勤続５年
（賃金30万円/月）

勤続10 年
（賃金35万円/月）

7500万円５人 （計1500万円）５人（計1800万円）10人 （計4200万円）実際の人数令和
６年度

6900万円10人（計3000万円）
※上記の５人に加え５
人在籍したものと仮定

５人 （計1800万円）
※調整なし

５人 （計2100万円）
※上記の10人のうち５
人は在籍しなかったも
のと仮定

調整後

6900万円10人（計3000万円）５人（計1800万円）５人（計2100万円）
実際の人数令和

７年度
32
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実績報告書の注意点実績報告書の注意点

労働保険の「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を利用した賃金の補正の例労働保険の「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を利用した賃金の補正の例

33

Ｒ６年度とＲ７年度の
人員数に変動がある場
合

Ｒ６年度の1人当たり
の賃金額（平均）を正
職員、パート職員ごと
に算出し、その賃金額
を用いてＲ７年度の人
員数を乗じてＲ６年度
の賃金額を補正

前スライドの要領では
補正が困難な場合（勤
続年数による給与額が
不明確、人員の増減が
年度の各月に分散して
いる等）の際はやむを
得ない要領として考え
られる。

①賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象となる項目を特定する。

②安定的な処遇改善が重要なため基本給による賃金改善が望ましい。

③毎月支払われる手当の定義（QA1-3）

労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当（毎月支

払われるのであれば、月毎に額が変動するような手当を含む。）

名称は、「処遇改善手当」に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、地域手当等

の名称でも差し支えない。

該当しない手当：月毎に支払われるか否かが変動する手当、通勤手当や扶養手当のような個人

的事情により支給される手当

④賃金改善には、賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。

計算にあたっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。（QA1-7）

任意加入とされている制度に係る増加分（例：退職手当共済制度等における掛金）は含まない。

（QA1-7）

処遇改善加算による「賃金改善」とは処遇改善加算による「賃金改善」とは

34
月額賃金改善要件Ⅰを満たすためには、加算Ⅳ相当の１／２の額を基本給や毎月

の手当で支給する必要がある。残余は賞与、一時金で支給することができる。
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⇒ 賃金改善額２００万円の例

⇒ 支給額１７５万円＋法定福利費事業主負担分（１７５×１５．５％）２７．１万円

＝賃金改善総額２０２万円 （※全て社会保険加入の場合）

改善に伴う法定福利費事業主負担分は、加算の改善額の内数にできる。（前スライド④）

※いずれも事業主負担分山形県の場合

４．８７５％①健康保険料

９．１５％②厚生年金保険料

０．７９５％ （40歳未満、６５歳以上は非該当）③介護保険料

０．３６％④子ども・子育て拠出金

０．９％⑤雇用保険料

０．３０％⑥労災保険料

１５．５８５％（介護保険料除く）合計

１６．３８％（介護保険料含む）

※ ①～④は標準報

酬により算定、⑤⑥

は賃金総額で計算す

るため、加算の改善

額に応じた法定福利

費を正確に算出する

ことは困難。

35

法定福利費の取り扱い法定福利費の取り扱い

１．各区分の定義
（１）介護職員Ａ

法人における経験年数が１０年以上（他法人での経験も含む。）であり、介護福祉士の資格を有する職員
（２介護職員Ｂ

介護職員Ａ以外の介護職員
（３）職員Ｃ

看護職員、機能訓練指導員、栄養士
（４）職員Ｄ

介護職員Ａ・Ｂ、及び職員Ｃ以外の職員

２．加算の配分
（１）各区分の配分割合

各手当への配分（一人当たりの平均額）は、原則として次表のとおりとする。

配 分

区 分 ベースアップ手当
処遇改善手当

設定額基本額

人事評価により
区分内で序列を設
定し、序列に基づ
き基本額の幅の範
囲で職員ごと設定

●,●●●～●,●●●Ｂの●倍職員Ａ

●,●●●～●,●●●基準職員Ｂ

●,●●●～●,●●●Ｂの●●％職員Ｃ

●,●●●～●,●●●Ｂの●●％職員Ｄ

手当の設定例
処遇改善手当：
職務を評価した手当
ベースアップ手当：
職務遂行能力や経験
年数を評価した手当
（昇給を反映）

※上記は正職員の設定であり、パート職員は週所定労働時間に比例して支給

加算の配分等の一例加算の配分等の一例

36
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処遇改善手当（業績連動手当）処遇改善手当（業績連動手当）

●月額賃金改善要件（加算Ⅳ相当の１／２の額）を満たす必要があるが、様々な事情によ
り月額賃金を下限額で設定している事業所も多い。
●その場合、介護報酬が増加して処遇改善加算の額が大きくなった場合には、月額賃金改
善要件を満たせなくなる恐れがある。
●基本給や手当額を最後に調整することはできないため、処遇改善加算が増加した場合に
対応できる手当を新設することも一案

毎月定額で支給
する手当

（処遇改善手当）

毎月定額で支給
する手当

（処遇改善手当）

計画書の３（１）①
「加算Ⅳ相当の見込み額の１／２」
を１２（月）で除した額（「基礎額」）
を基に各職員への支給額を決定

介護報酬が増加した
場合に支給する手当
（業績連動手当）

介護報酬が増加した
場合に支給する手当
（業績連動手当）

各月の処遇改善加算額が増加し
「加算Ⅳ相当の見込額の１／２」が
「基礎額」を超える場合に、超えた部分を各職員に
支給（比率を事前に設定するか、均等割か）

基礎額基礎額

超えた額に応じ各職員
にあらかじめ定めた率
を乗じて支給

基礎額基礎額

当該月の
加算Ⅳ相
当の１／
２の額

当該月の
加算Ⅳ相
当の１／
２の額職員（職種）ごと

定めた定額を支給

37

説 明 項 目
Ⅰ 処遇改善加算に関連した取組み

Ⅱ 活用できる助成金

Ⅲ 専門家によるサポート

説 明 項 目
Ⅰ 処遇改善加算に関連した取組み

Ⅱ 活用できる助成金

Ⅲ 専門家によるサポート

第２部第２部

38
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Ⅰ 処遇改善加算に関連した取組みⅠ 処遇改善加算に関連した取組み

〇 人事評価

〇 生産性向上への取組

〇 人事評価

〇 生産性向上への取組

40

人事評価について人事評価について

キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備）
介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期

に昇給を判定する次のいずれかの仕組みを設けていること
①経験に応じて昇給する仕組み
②資格等に応じて昇給する仕組み
③一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的

な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備）
介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期

に昇給を判定する次のいずれかの仕組みを設けていること
①経験に応じて昇給する仕組み
②資格等に応じて昇給する仕組み
③一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的

な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

人事評価の必要性人事評価の必要性

● 組織において、人事評価は「能力・実績主義」を成り立たせるものとして、重要な意義

● 処遇改善加算取得のための重要な要素

・ キャリアパス要件Ⅲにおいて、人事評価は「仕組み」の一つとなっている。

・ 他の仕組みの「経験や資格等に応じて昇給」は、設定が困難な場合があり、キャリア

パス要件Ⅲを確実に満たすために人事評価の導入が適切

● 組織において、人事評価は「能力・実績主義」を成り立たせるものとして、重要な意義

● 処遇改善加算取得のための重要な要素

・ キャリアパス要件Ⅲにおいて、人事評価は「仕組み」の一つとなっている。

・ 他の仕組みの「経験や資格等に応じて昇給」は、設定が困難な場合があり、キャリア

パス要件Ⅲを確実に満たすために人事評価の導入が適切
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人事評価の実施における着意事項人事評価の実施における着意事項

● 人事評価は、実際に取っている行動や業務の達成状況を通じて判定するものであり、評価項目
及びその内容等をあらかじめ明示

● 評価を受ける職員自身が、評価を受け身でとらえるのではなく、評価を契機として自ら主体的に
能力向上に取り組んだり、業務の改善等を行うことが重要

そのため、自らの行動や業務の達成状況等を振り返る機会として自己申告を行う。
● 評価後に、評価者は被評価者に対して評価に関する指導・助言を行うための面談を行う。

● 人事評価は、実際に取っている行動や業務の達成状況を通じて判定するものであり、評価項目
及びその内容等をあらかじめ明示

● 評価を受ける職員自身が、評価を受け身でとらえるのではなく、評価を契機として自ら主体的に
能力向上に取り組んだり、業務の改善等を行うことが重要

そのため、自らの行動や業務の達成状況等を振り返る機会として自己申告を行う。
● 評価後に、評価者は被評価者に対して評価に関する指導・助言を行うための面談を行う。

自
己
申
告

自
己
申
告

評
価
評
価

面
談
面
談

面談の留意点
●評価を説明する。評価者が被評価者の発揮した能力や果たした役割
がどの水準にあると見ているかがより明確になり、これを踏まえて次
期に向けて話し合うことにより相互の理解が深まり、被評価者の成長
にもつながる。
●被評価者の気づきを促すために、被評価者からの自己申告等を話し
てもらい、今期を振り返る。
●評価者としての意見等を、客観的な事実に即しつつ説明するととも
に、秀でている点や改善点等について必要な指導や助言を行う。

41

(1)
移動・移乗に必要な福祉用具（車イス、杖、補装具、歩行器等）の扱い方に関する
基本的な知識を有し、点検・準備作業を確実に行っている。

(2) 移動ルートを確認し、利用者の安全確保を適切に行っている。

(3) 介助の際、利用者への声かけや安全面での確認を確実に行っている。

(4) 利用者の様子を確認し、無理なく、適切な方法で起居の介助を行っている。

(5) 全介助が必要な利用者について、車イス等への移乗を適切に行っている。

(6) 一部介助が必要な利用者について、車イス等への移乗を適切に行っている。

(7) 利用者のペースに合わせて、歩行の介助を適切に行っている。

(8)
必要な利用者には体位交換を行い、じょくそうなど観察をして、異常を発見した場
合には報告する等適切な対応を行っている。

(9) 移動で使用した福祉用具の安全確認を行い、所定の場所に確実に戻している。

移動・移乗介
助、体位変換

A B C D コメント A B C D 所見

(1) 上司・先輩などの上位者に対し、正確にホウレンソウ（報告・連絡・相談）をしている。 ○

(2) 自分の意見や主張を筋道立てて相手に説明している。 ○

(3) 相手の心情に配慮し、適切な態度や言葉遣い、姿勢で依頼や折衝をしている。 ○

(4) 職場の同僚等と本音で話し合える人間関係を構築している。 ○

(5) 苦手な上司や同僚とも、仕事上支障がないよう、必要な関係を保っている。 ○

(1) 余裕がある場合には、周囲の忙しそうな人の仕事を手伝っている。 ○

(2) チームプレーを行う際には、仲間と仕事や役割を分担して協同で取り組んでいる。 ○

(3) 周囲の同僚の立場や状況を考えながら、チームプレーを行っている。 ○

(4) 苦手な同僚、考え方の異なる同僚であっても、協力して仕事を進めている。 ○

(5) 職場の新人や下位者に対して業務指導や仕事のノウハウ提供をしている。 ○

コミュニケー
ション（適切
な自己表現・
双方向の意思
疎通を図る能
力）

区分 職　務　遂　行　の　た　め　の　基　準
自己評価 会社評価

チームワーク
（協調性を発
揮して職務を
遂行する能
力）

A 常にできている
B 大体できている。（通常）
C あまりできていない。
D できていない。参考：厚生労働省「ジョブ・カード制度 モデル評価シート」

評価シートの一例評価シートの一例

42
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行った人事評価を用いて、等級（職位）等のグループ毎、点数化又は順位付けし、
昇給対象等を決定（一例）
人件費（処遇改善加算）の財源を考慮し、人員比による増減を設けることも一案

行った人事評価を用いて、等級（職位）等のグループ毎、点数化又は順位付けし、
昇給対象等を決定（一例）
人件費（処遇改善加算）の財源を考慮し、人員比による増減を設けることも一案

比率（例）内容評価区分

５％求める基準を上回っており他
の模範となる

特に優秀S

２０％求める基準に到達している標準より優秀A

７５％求める基準におおむね到達し
ている

標準B

求める基準に到達していない
ことがやや多い。

標準より劣るC

求める基準にほとんど到達し
ていない。

標準にはるかに及ばないD

評価の反映の一例評価の反映の一例

43

昇給に反映（一例）
S 処遇改善手当 ＋10,000円
A 処遇改善手当 ＋5,000円
B 処遇改善手当 ＋3,000円
C 処遇改善手当 ＋1,000円
D 変更なし
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生産性向上のための取組について生産性向上のための取組について
生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組（抜粋）生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組（抜粋）

⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築（委
員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等）を行っている
⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している
⑲５Ｓ活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の
実践による職場環境の整備を行っている

⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑介護ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブレット端末、
スマートフォン端末等）の導入

㉒介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等）又
はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器 （ビジネスチャットツール含む）の
導入

㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業
務（食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等）がある場合は、いわゆる介護助
手等の活用や外注等で担うなど 、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。

㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、
共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を
通じた職場環境の改善に向けた取組の実施

加算Ⅰ・Ⅱ：生産性向上は、３つ以上うち⑰又は⑱は必須
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生産性向上ガイドラインの紹介生産性向上ガイドラインの紹介

施設系サービス

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html

厚生労働省が高齢者介護の生産性向上に関する手引きをホームページで公開中厚生労働省が高齢者介護の生産性向上に関する手引きをホームページで公開中

居宅系サービス

46

生産性向上ガイドラインの活用生産性向上ガイドラインの活用

「課題の見える化」等の手法
が紹介されているとともに、
事例が豊富に掲載されており、
事例を参考に生産性向上に取
り組むことも一案

「課題の見える化」等の手法
が紹介されているとともに、
事例が豊富に掲載されており、
事例を参考に生産性向上に取
り組むことも一案
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生産性向上ガイドラインの活用生産性向上ガイドラインの活用

Ⅱ 活用できる助成金Ⅱ 活用できる助成金

〇 助成金の概要

〇 主な助成金の紹介

〇 助成金の活用（注意点）

〇 助成金の概要

〇 主な助成金の紹介

〇 助成金の活用（注意点）

48
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職場環境等要件の整備による助成金の活用職場環境等要件の整備による助成金の活用

可能性のある助成金内 容

●人材開発支援助成金

●介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支
援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者
に対する研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受
講支援等

●両立支援助成金
●子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のた
めの休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

●キャリアアップ助成金
●職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規
職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正
規職員への転換の制度等の整備

●働き方改革推進支援助
成金

●生産性向上のため介護ロボット又はインカム等の職員
間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器の導入

職場環境等要件に取り組むことにより、助成金が活用できる場合がある。
いずれも助成金申請の際は、就業規則への規定が必要。

職場環境等要件に取り組むことにより、助成金が活用できる場合がある。
いずれも助成金申請の際は、就業規則への規定が必要。

キャリアアップ助成金キャリアアップ助成金

助成額の一例要 件コース名

１人当たり最大８０万円（要件
あり）

有期雇用、無期雇用労働者を正職員に転換さ
せる制度を規定し、転換

①正社員化
コース

1人当たり４５万円～１２０万円
（雇用形態、障害の状態によ
る）

雇用する障害者を正職員又は無期雇用に転換
させる制度を規定し、転換

②障害者正社
員化コース

1人当たり
５万円（３％以上引上げ）～
７万円（６％以上引上げ）
（中小企業の場合）

全て又は一部（合理的な理由により区分でき
る場合）の有期契約労働者等の基本給を３％以
上増額改定

③賃金規定等
改定コース

１事業所当たり６０万円
（中小企業の場合）

有期契約労働者等と正社員との共通の職務等
に応じた賃金規定等を新たに規定・適用

④賃金規定等
共通化コース

両方を導入 ５６万８千円
（中小企業の場合）

有期契約労働者等（週所定20時間以上30時間
未満）を対象に賞与・退職金制度を導入し、支
給又は積立を実施

⑤賞与・退職
金制度導入
コース

週所定労働時間を５時間以上延
長：５０万円（２年目にさらに
２時間以上延長：２５万円）

労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、
収入増加の取り組みを実施（週所定労働時間５
時間以上延長 等）

⑥短時間労働
者労働時間延
長支援コース

主な助成金の概要

50
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人材開発支援助成金人材開発支援助成金

助成率等対 象区分コース名

経費助成
３０％～７５％
賃金助成
１時間当たり８００円

●職務に関連した知識や技能を習得させるた
めのＯＦＦ－ＪＴを１０時間以上行った場
合に助成

人材育成
訓練

①人材育成
支援コース

制度導入に対して３０万円を
支給

●経費助成のみ（賃金助成な
し）

●３年間に５日以上の取得が可能な有給の
教育訓練休暇を導入し、実際に適用した
事業主に助成

●事業主以外が行う教育訓練を受けるために
必要な教育訓練休暇制度が対象（業務命令
により受講させる訓練は対象外）

●計画期間における休暇付与実績が必要

教育訓練
休暇制度

②教育訓練
休暇等付与
コース

経費助成
４５％上限
（実訓練時間が100時間未満
の場合、一人当たり限度額７
万円）

●経費助成のみ（賃金助成な
し）

労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担
した訓練（eラーニング、通信制を含む）
に助成
●自発的訓練とは、労働時間外に労働者の

申し出により実施される訓練
●実訓練時間数が２０時間以上
●事業主の経費補助割合が１／２以上
●資格試験受験料は対象外（受講料のみ）

自発的職
業能力開
発訓練

③人への投
資促進コー
ス

主な助成金の概要
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両立支援等助成金（中小企業のみ対象）※主要なもの両立支援等助成金（中小企業のみ対象）※主要なもの

助成額の一例対 象区分コース名

２０万円（１人目）
１０万円（２・３人目）

男性労働者が育児休業を取得しやすい
雇用環境整備や業務体制整備を行い、男
性労働者が子の出生後８週間以内に連続
５日以上（１人目）の育児休業を取得

第１種①出生時両
立支援

３０万円
（１事業務主で無期・有期雇用
各１まで）

育休復帰支援プランを作成し、プラン
に基づき連続３ヵ月以上の育児休業を
取得

育休取得
時

②育児休業
等支援

３０万円
（同上）

育休取得時の助成対象者が、現職等に
復帰し６ヵ月以上継続雇用

職場復帰
時

代替期間に応じた額を支給
最長６ヶ月以上 ６７．５万円

育休取得者の代替要員を新規雇用又は
派遣受入で確保し、かつ育休取得者が
７日以上の育休を取得し現職等に復帰

新規雇用③育休中等
業務代替支
援

その他、環境整備等に対する加算あり

主な助成金の概要

52
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両立支援等助成金（中小企業のみ対象）※主要なもの両立支援等助成金（中小企業のみ対象）※主要なもの

助成額の一例対 象区分コース名

４０万円（休業が連続１５日以
上の場合６０万円）
（１事業主１年度５人まで）

介護支援プランを作成し、プランに基づ
き合計５日（所定労働日）以上の介護休
業を取得

介護休業④介護離職
防止支援

制度を一つ利用 ２０万円
６０日以上利用は３０万円
（１事業主５人まで）

介護支援プランを作成し介護両立支援制
度の利用（合計２０日以上等）

介護両立
支援

制度利用１人当たり２０万円
（１事業主１年度５人まで）

※10月1日以降変更あり

子を養育する労働者の柔軟な働き方選択
制度（３歳以降小学校就学前まで）を次
の中から２つ以上規定し、そのうちいず
れか１つの制度を利用
①始業時刻等の変更（フレックス、時差
出勤）：合計２０日以上（６カ月間）
②育児のためのテレワーク：同上
③短時間勤務制度：同上
④保育サービスの手配及び補助
⑤子を養育するための有給休暇制度
⑥法を上回る子の看護等休暇（有給
等）：⑤⑥２０時間以上（６ヶ月）

⑤柔軟な働
き方選択制
度等支援

主な助成金の概要
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賃上げと、生産性向上につながる設備投資等を行った場合に経費の一部を助成

【主な要件】
①事業場内最低賃金を引き上げる（就業規則改定）。

事業場内最低賃金と地域の最低賃金の差額が５０円以内の事業場が対象
（山形県の最低賃金は９５５円であり、１，００５円までが対象）

②３０円以上の賃上げを行う。
地域の最低賃金が引き上がる場合、その発効日以後に引き上げる際は地域の最低賃

金から３０円以上引き上げる必要あり。
→ 発効日より前の賃上げが効果的

③生産性向上につながる設備投資等を行う。

【主な要件】
①事業場内最低賃金を引き上げる（就業規則改定）。

事業場内最低賃金と地域の最低賃金の差額が５０円以内の事業場が対象
（山形県の最低賃金は９５５円であり、１，００５円までが対象）

②３０円以上の賃上げを行う。
地域の最低賃金が引き上がる場合、その発効日以後に引き上げる際は地域の最低賃

金から３０円以上引き上げる必要あり。
→ 発効日より前の賃上げが効果的

③生産性向上につながる設備投資等を行う。

【助成額】
経費の３／４～４／５を助成（賃上げの額・人数等に応じた上限あり）

【助成額】
経費の３／４～４／５を助成（賃上げの額・人数等に応じた上限あり）

主な助成金の概要 業務改善助成金（中小企業のみ対象）業務改善助成金（中小企業のみ対象）

【申請期間】 ※ ＃１は終了
＃２:６／１４～最低賃金改定前日（賃上げ７／１～改定前日が対象）

【申請期間】 ※ ＃１は終了
＃２:６／１４～最低賃金改定前日（賃上げ７／１～改定前日が対象）54
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助成上限額

業務改善助成金の上限額・助成率等

【対象事業者】
１．一般事業者

事業場内最低賃金と地域別最低賃
金の差額が５０円以内の中小企業

２．特例事業者
一般事業者のうち、次の①、②の

いずれかに該当する事業場
①事業場内最低賃金1000円未満の事
業場→「１０人以上」の対象
②原材料費の高騰などにより、申請
前３ヵ月のうち任意の１ヶ月の利益
率が前年同月比３％以上低下してい
る事業者

※②に該当すると助成対象経費が拡大
（貨物自動車等車両の範囲拡大、ＰＣ、
スマホ、タブレット等の端末、周辺機
器など）

通 常事業場内最低賃金

４／５1,000円未満

３／４1,000円以上

助成率

【注意点】
●事業場単位の申請。年度
の同一事業場における申請
は１回限り
●複数の事業場で申請する
場合、法人全体で600万円が
上限

【注意点】
●事業場単位の申請。年度
の同一事業場における申請
は１回限り
●複数の事業場で申請する
場合、法人全体で600万円が
上限

55

１．リフト付き特殊車両

２．お掃除ロボット

３．除雪機

業務改善助成金の活用事例

内 容

費 用

リフト付き車両がないため利用者の乗車・下車に時間を要していた。
リフト付き特殊車両導入により送迎に要する時間が短縮された。

リフト付き車両がないため利用者の乗車・下車に時間を要していた。
⇒ リフト付き特殊車両導入により送迎に要する時間が短縮された。

２００万円 ⇒ 助成額１６０万円 （4/5助成）

内 容

費 用

部屋が広いため、掃除機での清掃に相当な時間を要していた。
⇒ お掃除ロボットで夜間掃除することにより、日中の職員による

清掃時間が大幅に短縮された。

４０万円 ⇒ 助成額３２万５千円 （4/5助成）

内 容

費 用

施設の駐車場の除雪を人力で実施しており時間を要していた。
⇒ 除雪機の導入により、省力化及び時間短縮が図れた。

１００万円 ⇒ 助成額８０万円 （4/5助成）

56
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（参考）山形県賃金向上推進事業支援金（参考）山形県賃金向上推進事業支援金

助成金は、国が推進する労働環境の整備等に取り組む事業者に対し、

その取組を支援するもの。

→助成金の受給を目的とすることは本末転倒

【助成金の注意点】

● 今回の説明は概要であり、各助成金には様々な要件がある。

● 取組前に実施計画等の提出が必要なものもある。

● 助成金は、年度の予算枠の関係で期限前に終了する場合がある。

● 助成金は、改正・廃止されることがある。

助成金は、国が推進する労働環境の整備等に取り組む事業者に対し、

その取組を支援するもの。

→助成金の受給を目的とすることは本末転倒

【助成金の注意点】

● 今回の説明は概要であり、各助成金には様々な要件がある。

● 取組前に実施計画等の提出が必要なものもある。

● 助成金は、年度の予算枠の関係で期限前に終了する場合がある。

● 助成金は、改正・廃止されることがある。

助成金の活用（注意点）

58
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● 助成金受給のためには、適正な人事労務管理が前提となる。

〇 就業規則整備

〇 労働時間管理（出退勤時間の管理、出勤簿等の整備）

〇 適切な賃金支払い（特に時間外手当の時間単価の計算）

〇 帳簿の整備（特に賃金台帳） 等

● 法令遵守されていることが必須である。

〇 雇用保険、社会保険の適切な加入

〇 労働保険料の滞納がない

〇 過去３年間に助成金の不正受給がない 等

● 助成金受給のためには、適正な人事労務管理が前提となる。

〇 就業規則整備

〇 労働時間管理（出退勤時間の管理、出勤簿等の整備）

〇 適切な賃金支払い（特に時間外手当の時間単価の計算）

〇 帳簿の整備（特に賃金台帳） 等

● 法令遵守されていることが必須である。

〇 雇用保険、社会保険の適切な加入

〇 労働保険料の滞納がない

〇 過去３年間に助成金の不正受給がない 等

助成金の活用（注意点）
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Ⅲ 専門家によるサポートⅢ 専門家によるサポート
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●支援内容

●対 象

専門家のサポートを希望する事業者を訪問し、介護職

員等処遇改善加算の加算取得に必要な助言等を行います。

専門家のサポートを希望する事業者を訪問し、介護職

員等処遇改善加算の加算取得に必要な助言等を行います。

①加算未取得の事業所

②処遇改善加算のより上位区分を目指す事業所

③事業所内の制度の整備やキャリアパスの見直しを図り

たい事業所

先着 ２０事業所

①加算未取得の事業所

②処遇改善加算のより上位区分を目指す事業所

③事業所内の制度の整備やキャリアパスの見直しを図り

たい事業所

先着 ２０事業所

●費 用 無料無料

●回 数 ３回程度３回程度61

サポートの概要サポートの概要

●支援期間

●相談内容

令和８年２月２８日まで令和８年２月２８日まで

・ 処遇改善加算制度の説明

・ 処遇改善加算取得のための実施事項の説明

・ キャリアパスの見直し

・ 処遇改善加算に関連する就業規則・賃金規程の整備、

見直しに関する相談

・ 処遇改善加算に関連する人事労務管理に関する相談

・ 活用可能な助成金の相談 等

・ 処遇改善加算制度の説明

・ 処遇改善加算取得のための実施事項の説明

・ キャリアパスの見直し

・ 処遇改善加算に関連する就業規則・賃金規程の整備、

見直しに関する相談

・ 処遇改善加算に関連する人事労務管理に関する相談

・ 活用可能な助成金の相談 等
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サポートの概要サポートの概要
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● 訪問要領の一例（加算未算定の事業所のサポート例）

①事業所の現状分析

②各加算の取得状況

及び社内の規則

の整備状況

③ニーズの把握

④制度の説明と検討

事項の確認

①ニーズに基づいた

具体的な提案

②計画書の作成要領

①作成した計画書等

の確認、アドバイス

②令和８年度に向け

ての準備等の助言

第１回 第２回 第３回

お申し込みは、チラシ裏面記載のFAXやメールで！
お待ちしております。
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サポートの概要サポートの概要

終わりにあたって終わりにあたって

介護職員等の皆様が、誇りと希望をもって、
安心して働き続けられるよう、私たちは支援
してまいります。

処遇改善加算や加算に関連する労務管理など、
お気軽にご相談ください。

介護職員等の皆様が、誇りと希望をもって、
安心して働き続けられるよう、私たちは支援
してまいります。

処遇改善加算や加算に関連する労務管理など、
お気軽にご相談ください。
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